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茅葺⺠家の保全・活⽤に向けて
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 茅葺⺠家�は地域の伝統や⽂化を象徴
する重要な建物です。景観的な価値が認められ
る茅葺⺠家を、「神⼾市指定景観資源」に指定
をし、保全・活⽤を進めることで、茅葺⺠家の
もつ魅⼒を景観まちづくりに⽣かすことを⽬的
とします。

 神⼾市では歴史的な建築物や地域のシンボルと

なっている建築物など、都市景観の形成を図る上

において、特に重要な価値があると認める建築物

等を「神⼾市指定景観資源」として指定し、その

保全・活⽤を図る制度を設けています。
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 神⼾市指定景観資源に指定するには、所有者の⽅の同意が必要になります。

 指定にあたって、建築物やその敷地の状況や景観特性などを調査し、神⼾市が「管理計画」を策定します。

指定を受けた神⼾市指定景観資源は管理計画に即した管理をしていただき、外観などを変更する建築⾏

為を⾏う際には、神⼾市へ届出をいただくことになります。

 神⼾市指定景観資源に指定され、管理計画に基づく

管理に必要な整備等を⾏う場合、景観形成助成の対象

⾏為となり、助成を受けることができます。
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